
入通院先等 項目

Ｐ・Ｑ病院 入院

Ｅ病院 入通院

Ｄ整形外科 通院

税理士業務 青色控除前

Ｍ社 給料

Ｎ社 役員報酬

狭心症のため入院

入通院状況とＭ社・Ｎ社に係る収入等の一覧表

H27.1～6：月額30万円，H27.7～：月額10万円

別紙１

自宅療養

Ｅ病院通院
H25.11.13～糖尿病・狭心症等の治療，H26.10血糖コントロールのため入院

1,200,000

6,999,028 1,531,194 11,790,822 7,314,564

事故日：平成27年1月6日

Ｑ
腰椎椎間板ヘル
ニアのため入院

支給額の推移→原告の症状とは無関係に役員報酬支給

→丁山の経営判断による業務の刷新等を推認

H23・24と概ね同水準の支給額

ＰＱ
心筋梗塞・術後リハビリ，H25前半自宅療養

概ね同水準の給料支払→労務との対価性否認

Ｄ整形外科

2,250,000 2,980,000 2,920,000 2,950,000

▲ 1,385,161 6,656,654 7,205,008

平成28年 平成29年 平成30年

1,440,000 1,440,000 1,740,000 3,300,000 2,400,000 1,200,000

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

H28.3Ｒ社設立，H30.10原告代取就任

事故後のH27.1.8～10.31通院


	Ｍ社・Ｎ社

